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全体の構成

容器本体部，蓋体部，昇降操作棒
部，昇降板部で構成されている。各
部位の材質はポリプロピレンで，質
感はつるつるしており，色彩は透
明，ブルー，ピンクの３種類であ
る。

容器本体部，蓋体部，昇降操作棒
部，昇降板部で構成されている。各
部位の材質はポリプロピレンで，質
感はつるつるしており，色彩は半透
明，ブルー，ピンクの３種類であ
る。

容器本体部，蓋体部，昇降操作棒
部，昇降板部で構成されている。各
部位の材質はポリプロピレンで，質
感はつるつるしており，色彩は透明
である。

洗浄剤用の泡だて器は，容器本体ａ
と該容器本体ａに外嵌合される
キャップ式蓋体ｆと，下端が昇降板
の突部に螺入され，上端に平面が平
坦面なる十字状のつまみ部ｇを有す
る昇降棒ｉとからなり，全体が乳白
色な半透明である。

容器本体部，蓋体部，昇降操作棒
部，昇降板部で構成されている。各
部位の材質はポリプロピレンで，質
感はつるつるしており，色彩は半透
明である。

容器本体部

上方に外方に花弁状に開いた開口部
が形成され，内部に洗浄剤と湯水と
を収容する収容空間が形成されてい
る円筒状の容器であり，高さ８ｃ
ｍ，内径７．７ｃｍである。

上方に外方に花弁状に開いた開口部
が形成され，内部に洗浄剤と湯水と
を収容する収容空間が形成されてい
る円筒形で有底状の容器であり，高
さ８ｃｍ，内径７．７ｃｍである。

上方に開口部が形成され，内部に洗
浄剤と湯水とを収容する収容空間が
形成されている円筒状の容器であ
り，高さ７．５ｃｍ，内径７．７ｃ
ｍである。

容器本体ａは円筒形で有底状の断面
コ字状である。

上方に開口部が形成され，内部に洗
浄剤と湯水とを収容する収容空間が
形成されている円筒形で有底状の断
面コ字状の容器であり，高さ８ｃ
ｍ，内径７．７ｃｍである。

蓋体部

容器本体部の上端側中途部に係止さ
れた径７．７ｃｍの円盤状の蓋であ
り，中央に１．１ｃｍの挿通穴が形
成されている。

容器本体内の上端側中途部に係止さ
れた径７．７ｃｍの円盤状の蓋であ
り，中央に１．１ｃｍの挿通穴が形
成されている。

容器本体部の上端部に載置された内
径８．２ｃｍの逆皿状の蓋であり，
中央に１．１ｃｍの挿通穴が形成さ
れている。

キャップ式蓋体ｆは，該容器本体ａ
の上面開口部ｂを開閉するための天
板ｃと該天板ｃの周面に下向き垂下
し且つその下端周縁が波状を呈して
なるスカート状の周側板ｄとからな
り，しかも中央に挿通穴ｅを穿設し
た断面略コ字状で，前記容器本体ａ
に外嵌合される形態からなり，しか
も前記天板ｃは挿通穴ｅを起点に外
周方向にわずかに下向き傾斜してな
る。

容器本体外の上端側中途部又は上端
部外周縁に載置又は係止された径
８．２ｃｍの逆蓋状の蓋（天板とそ
の周面に下向き垂下し且つその下端
周縁が波状を呈してなるスカート状
の周側板とからなり，断面略コ字状
で，容器本体に外嵌合されるキャッ
プ式蓋体）であり，中央に１．１ｃ
ｍの挿通穴が形成されている。

昇降操作棒
部

上方に環状の昇降操作部が形成さ
れ，中途部は蓋体部の挿通穴に挿通
され，下部に昇降板が装着されてい
る１０．２ｃｍの棒である。

上端に環状の昇降操作部（昇降用つ
まみ部）が形成され，中途部（軸
部）は蓋体部の挿通穴に挿通され，
下部に昇降板が装着されている（下
端部が昇降板の上面中央に突設され
ている突部に螺入されている）１
０．２ｃｍの棒である。

上方に十字状の昇降操作部が形成さ
れ，中途部は蓋体部の挿通穴に挿通
され，下部に昇降板が装着されてい
る１０．５ｃｍの棒である。

昇降棒ｉでは，上端に，上面が平坦
面な略十字状に形成された昇降用つ
まみ部ｇを有し，且つ軸部ｈが前記
蓋体ｆの挿通穴ｅに挿通されてな
る。

上端に上面が平坦面な略十字状の昇
降操作部（昇降用つまみ部）が形成
され，中途部（軸部）は蓋体部の挿
通穴に挿通され，下部に昇降板が装
着されている（下端部が昇降板の上
面中央に突設されている突部に螺入
されている）１０．５ｃｍの棒であ
る。

昇降板部

昇降操作棒部の下端に装着され，洗
浄剤と泡が貫通する７３個の穴が形
成された径７．２ｃｍの円盤状の板
であり，下面には固形石鹸と摺接さ
せることにより当該固形石鹸を削ぎ
取る削ぎ取り部が形成されている。

昇降操作棒部の下端に装着され，略
全面に洗浄剤と泡が貫通（通過）す
る７２個の穴及び操作棒が螺入され
る穴が形成された径７．２ｃｍの円
盤状の板であり，下面の各穴の周辺
には突部が形成されている。

昇降操作棒部の下端に装着され，洗
浄剤と泡が貫通する７３個の穴が形
成された径７．２ｃｍの円盤状の板
である。昇降板部の下面には，被告
製品１には固形石鹸と摺接させるこ
とにより当該固形石鹸を削ぎ取る削
ぎ取り部が形成されているが，被告
製品２には削ぎ取り部は形成されて
いない。

昇降板ｌは，該昇降棒ｉの下端部が
螺入される突部ｊが上面中央に突設
され且つ略全面に多数の貫通穴ｈが
穿設されてなる。
しかも，被告製品１においては昇降
板ｌの下面に突部ｍがわずかに突設
してなるが，被告製品２においては
昇降板ｌの下面は平坦面となってい
る。

【被告製品１】昇降操作棒部の下端
に装着され，略全面に洗浄剤と泡が
貫通（通過）する７２個の穴及び操
作棒が螺入される穴が形成された径
７．２ｃｍの円盤状の板であり，下
面の各穴の周辺には突部が形成され
ている（別紙「突部図面」の「イ号
物件」欄の拡大断面図参照）。
【被告製品２】昇降操作棒部の下端
に装着され，略全面に洗浄剤と泡が
貫通（通過）する７２個の穴及び操
作棒が螺入される穴が形成された径
７．２ｃｍの円盤状の板であり，下
面は平坦面である。

原告製品の形態 被告製品の形態

原告製品・被告製品の形態の構成
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